
最高裁秘書第5．225号

令和元年10月31日
←

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

最高裁判所事務総長中村

司法行政文書開示通知書

10月2日付け（同月4日受付，第014318号）で申出のありました司法行

政文書の開示について，下記のとおり開示することとしましたので通知します。

記

開示する司法行政文書の名称

令和元年9月30日付け人事局総務課長事務連絡（片面で4枚）

開示の実施方法

写しの送付

1

2

担当課秘書課（文書室）電話03 （3264） 5652 （直通）



（入る－20-B)

令和元年9月30日

高等裁判所事務局長殿

最高裁判所事務総局人事局総務課長福島直之

事務連絡

令和元年度人事院勧告後事務総長会見（9月30日 （月）実施）における発言は

別紙のとおりです。



’

発言番号大項目 中項目

職員にとって;賃金の問題が最も重要な問題であり；職員団体がこの問題を最も重視して真食雌取り組んでいｰ
ることは十分理解しているところである5

る壷聲紘礎潅宅士言暮雲嘉寳簔認鼈鮭誠鑿是舞溌零撲髻惑雲善されることを常に望んでい
本年の人事院勧告は，官民給与の較差を是正するために，俸給表の水準と勤勉手当の支給月数をそれぞれ引き
上げることとされたほか,住居手当について，支給の対象となる家賃額の下限を引き上げ，手当額の上限を引き
上げることとされた．
政府は，本年8月8．日に開催された給与関係閣僚会議において,人事院勧告の取扱いについて更に検討を進め
ていくとしていることから，引き続きその検討状況を注視していきたい｡＝
人事院勧告の取扱いに:ついて最高裁が国会や内閣に対し働き掛けを行うことには，法の建前からくる制約があ
るが，職員団体の要望は関係機関に伝わるようにしたい。 －
通勤手当を始めとした各種手当や赴任旅費について，職員が強い関心を有していることは十分に認識している

が艤鵜菖勇議蕊差螺幣溌蕊廉鑪寧愛2:算簔鰯星蕊鬘菌灘擁あ官側の必要
によって行うべき性質のものであることは理解してもらいたい。

1 ．人事院
勧告関係
8労働条
件・業務関
連予算等関
係

◎ 2019年人事院
勧告・報告の取扱いに
あたっては，国公労連
との交渉にもとづく合
意のもとで決定するこ
と。 ．

鍔与官蕊壽繕壽忌
かるため，改善部分を
早期に実施すること。
(2)住居手当につい､て
，労働条件の引き下げ
となる改悪を行わない
こと。

◎労働条件・業務関
連予算等について .
(1)国家公務員等の旅
費に関する法律を改正
し，移転料，着後手当
，扶養親族移転料を実
態にあわせて改善する
こと。

豊手鑑鬘蕊搭識
必要になった場合など
に， 自己負担が生じな
いよう措置を講じるな
ど，通勤手当の支給要
件・支給額を改善する
こと。

◎人材の確保と育成
にあたっては，全司法
の意見を十分に聞きな
がら検討を進めること
｡

(1)採用にあたっては
，欠員が生じることな
く，必要な人員が採用
できるための方策を検
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確保と育成
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番号大項目 中項目 発言

討し，具体化を図るこ
と。
(2)裁判所における人
事評価制度については
，公正・公平性，透明
性，客観性，納得性を
備えた職員参加，育成
重視型の仕組みを確立
すること6

3長時間
勤務の是正
の取組
4両立支
援制度関係

◎長時間労働を是正
するため，月45時間
・年間360時間とす
る超過勤務の上限規制
の徹底とともに，業務
量に見合った要員の確
保，それぞれの職場実
態にあわせた客観的な
勤務時間管理の義務化
，窓口受付時間設定の
制度化，インターバル
規制の導入を行うこと
。

◎職場実態に則した
仕事と家庭の両立支援
制度の拡充をはかると
ともに，十分な制度活
用ができるよう職場環
境を改善すること。

長時間勤務が，職員の健康及び福祉や公務の能率に与える影響等については十分に認識しており；超過勤務命
令の上限規制が導入される等，長時間勤務が社会的に大きな問題となっている中,最高裁としても，超過勤務を－
的確かつ遅滞なく把握した上で，職場の実態等を踏まえながら，通達等の見直しなども含め， これまで以上に事
務の簡素化・合理化，業務ゲロセスの見直し等を推進して，裁判部,-事務局を問わず，組織全体と.して超過勤務
の削減に取り組む必要があると考えているもまた，下級裁に対しても， より一層指導ずるとともに，その取組を
後押ししていきたい。 ‐

の異蕊瀞響薑禦震竪製零嘉汚雲灘澱薑智彗舗篝壹菫嫌崇蘇り霧講鱈蔀壽た＝
両立支援制度の拡充については,制度的な問題であり，最高裁として公式に意見を述べる立場ではないが，職
員団体の要望は人事院に伝わるようにしたい。

3

◎セクシュアル・ハ
ラスメント， ・パワー・
ﾉ､ラスメント，マタニ
ティ・・ハラスメントを
根絶するため，研修・
啓発など, ､必要な措置
・指導を徹底すること
｡また，各種ハラスメ
ントに関する総合的な
相談窓口を設置するこ
と。 、 ．

ハラスメントについては, ‘その種類を問わず， これを防止することが，職員が働きやすい職場環境を維持.・向‘

圭丈錐溌悪奎繋隆二鵠菖餓雰鵠薑騒護蕊票営謹そ念蕊薑憩震繼蕊藻茎重蕊
た各種ハラスメン'トの防止に関する意識啓発，相談しやすい体制づくりやその周知等， より効果的な取組に努め
ていきたい。 ，
また，職員の健康管理についても，引き続き，懇談会等の機会を利用した職員の意見把握を含め， きめ細かな
配慮を載る．とともに'職員団体の問題意識,､社会一般の取組状況等を踏まえ，職員が健康で働きやすい職場環境
の向上により一層努めていきたい。

5ハラス
メント防止
関係

4

6非常勤
職員関係 を
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◎非常勤職員の賃金
・休暇制度・生活関連
手当等の労働条件改善
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器大項目 中項目 発言

，恒常的;･専門的・継
続的業務に従事する非
常勤職員の常勤化・定
員化雇用の安定，更
新に係る公募要件の撤
廃をはかること。

人事院に伝わるようにしたい。
裁判所の障害者の雇用に当たっては， これまでも,障害者である職員の意見を聴くなどして， きめ細かな状況
把握に努めた上で, .職場環境の整備を図ってきたところであり，引き続き,障害者である職員が働きやすい職場
環境の整備に向けて努めていきたい。

一

。~定年年齢の引き上
げに関する制度設計に
あたっては，雇用と年
金の接続を確実なもの
とし，職員が安心して
働き続けることができ
るものとするよう，退
職手当や定員管理など
を含めた全体像とスケ
ジュールを示し，国公
労連との交渉にもとづ
く合意のもとで決定す
ること。また，再任用
職員について，給与水
準をはじめ，労働条件
を改善すること。

7定年年
齢の引上げ

国家公務員の定年制の在り方について，職員が強い関心を有していることは十分に認識しているが，政府にお
いて国家公務員全体の問題として検討がすすめられているものと承知しており,､裁判所としては，引き続き，そ

の繍灘謙軒琴濯誌差進=ていくに当たっては必要に応じて職員や職員団体の意見を聞くなど,適切
かつ誠実に対応していきたい。
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